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図６－３ 新たな水道広域化計画の推進アクションプログラム

◆アクションプログラム１－２：多様な連携の活用による運営形態の最適化

多様な関係者の連携に関しては、水道法改正による水道の管理に関する技術上の

業務の第三者委託等の制度的な整備が進められてきた。今後は、これらの制度を活

用し、情報公開の推進や公的な第三者機関等による公正な業務評価等をも実施しつ

つ、関係各主体の有する長所や専門的知見等の特徴を活かし、地域の中核的な水道

事業者等が中心となった運営管理の共同化や複数の水道事業者等が共同しての第三

者委託などの多様な連携により、地域の状況に応じた、水道事業運営形態の最適化

を推進する。
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図６－４ 多様な連携の活用による運営形態の最適化アクションプログラム

◆アクションプログラム１－３：持続可能な水道を目指した運営・管理強化

総人口の減少等の社会情勢の変化に適切に対応し、現在及び将来の需要者の視点

に立脚した信頼性の高い持続可能な水道を実現する。水道事業者等は、需要構造の

変化に応じた適正な水道料金の設定、費用の公平な負担、各種法規制を遵守する体

制の確立等を図った上で、中長期的な財政収支に基づく計画的な施設更新・改良を

推進する必要がある。このためには、公平性の確保に留意しつつ、事前チェック、

技術的・財政的支援、事後チェック等の制度・体制の再構築を行うことが必要であ

り、速やかにその実現を図る。


